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(54)【発明の名称】 内視鏡装置

(57)【要約】
【課題】本発明は、内視鏡の先端部を小回りし易くして
内視鏡の挿入性の向上を図ることができるうえ、内視鏡
の湾曲機能の低下を防止し、かつ挿入部内蔵物のレイア
ウトの自由度を高めることができる内視鏡装置を提供す
ることを最も主要な特徴とする。
【解決手段】湾曲部７の湾曲操作時に湾曲操作ワイヤー
１９による湾曲操作に対する反発力を湾曲部７の後端部
側に作用させ、湾曲部７の先端部側を後端部側に比べて
先に湾曲動作を開始させる反発力付与部２５を湾曲部７
の基端部側の部分に設けたものである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  体腔内もしくは管路内などに挿入する挿
入部の先端部に湾曲動作可能な湾曲部、前記挿入部の基
端部に連結された操作部に前記湾曲部の湾曲操作をする
湾曲操作機構がそれぞれ配設され、前記挿入部の内部に
処置具挿通用のチャンネルが配設されるとともに、
複数の湾曲駒が前記挿入部の軸方向に直列に配置され、
各々が湾曲動作可能に連結されて前記湾曲部が構成さ
れ、
前記湾曲部の各湾曲駒の内部を通り、前記挿入部の先端
部材もしくは前記湾曲駒のひとつに先端部が固定され、
基端部が前記湾曲操作機構に接続されたワイヤーによっ
て前記湾曲部全体を湾曲操作する湾曲操作ワイヤーが構
成された内視鏡装置において、
前記湾曲部の湾曲操作時に前記湾曲操作ワイヤーによる
湾曲操作に対する反発力を前記湾曲部の後端部側に作用
させ、前記湾曲部の先端部側を後端部側に比べて先に湾
曲動作を開始させる反発力付与部を前記湾曲部の基端部
側の部分に設けたことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】  前記反発力付与部は、
前記湾曲部の中間位置の湾曲駒に先端部が固定され、基
端部が前記湾曲部の基端部の湾曲駒に固定された湾曲部
ワイヤーと、
この湾曲部ワイヤーが挿通され、前記湾曲部の湾曲操作
時に前記湾曲操作ワイヤーによる湾曲操作方向と反対側
に反発力を作用させる筒状弾性部材とで構成されること
を特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】  前記湾曲部は、前記挿入部の先端部材お
よび前記湾曲駒に前記湾曲操作ワイヤーが挿入されるワ
イヤーガイドがそれぞれ形成され、
前記湾曲操作ワイヤーは、前記先端部材のワイヤーガイ
ドに挿通されて前記操作部側に折り返された折り返し部
の先端部が前記湾曲部の後端部の前記湾曲駒のワイヤー
ガイドに固定されていることを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、挿入部の先端部に
湾曲動作可能な湾曲部が配設された医療用、工業用の内
視鏡装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】一般に、医療用、工業用の内視鏡装置と
して体腔内もしくは管路内などに挿入する細長い挿入部
の先端部に湾曲動作可能な湾曲部、挿入部の基端部に連
結された手元側の操作部に湾曲部の湾曲操作をする湾曲
操作機構がそれぞれ配設されるとともに、挿入部の内部
に処置具挿通用のチャンネルが配設されたものが知られ
ている。
【０００３】この種の内視鏡の湾曲部には複数の湾曲駒
が挿入部の軸方向に直列に配置され、隣接する湾曲駒同
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士がリベットによって回動可能に連結されている。さら
に、挿入部の内部には湾曲部全体を湾曲操作する湾曲操
作ワイヤーが配設されている。この湾曲操作ワイヤーの
先端部は湾曲部の各湾曲駒の内部を通り、挿入部の先端
部材もしくは湾曲駒のひとつに固定されている。この湾
曲操作ワイヤーの基端部は手元側の操作部の湾曲操作機
構に接続されている。この湾曲操作機構は操作部の湾曲
操作ノブなどによって駆動されるようになっている。そ
して、操作部の湾曲操作ノブの操作時には湾曲操作機構
を介して湾曲操作ワイヤーが牽引操作され、この湾曲操
作ワイヤーからの牽引力によって挿入部の先端部材もし
くは湾曲駒が手元側に引っ張られることにより、湾曲部
の各湾曲駒が各々、リベットを回転軸にして回動して湾
曲部全体が湾曲操作ノブの操作方向に湾曲操作されるよ
うになっている。
【０００４】また、特開平９－２９４７１１号公報には
湾曲部の内部にコイルスプリングが配設され、このコイ
ルスプリング内に湾曲操作ワイヤーが挿入されて案内さ
れる構成の内視鏡が示されている。ここで、湾曲部の湾
曲駒の内周面にはワイヤーガイドが固定され、このワイ
ヤーガイドの内部に湾曲操作ワイヤーが挿通されるとと
もに、前後の湾曲駒のワイヤーガイド間にコイルスプリ
ングが配設されている。そして、湾曲部の湾曲操作時に
は湾曲駒に作用するコイルスプリングの弾性作用によっ
て湾曲部の湾曲特性を変化させ、湾曲部を先端側から湾
曲させるようになっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】上記従来構成の内視鏡
では操作部の湾曲操作ノブの操作時に湾曲操作ワイヤー
を牽引した際に、湾曲部は操作部側の端部に配置された
根元側の湾曲駒から湾曲動作を開始し、挿入部先端側の
湾曲駒が最後に動作する。そのため、例えば、体腔が複
雑に屈曲している大腸や気管支を医療用の内視鏡で観察
する場合、湾曲動作が湾曲部の根元側から開始される湾
曲部では、湾曲部の湾曲時に湾曲部の先端部が描く軌跡
が長くなるので、小回りが難しく、内視鏡の先端部を大
腸や気管支の深部の目的部位に到達させるまでに時間が
かかる問題がある。
【０００６】また、特開平９－２９４７１１号公報のよ
うに湾曲部の内部にコイルスプリングを配設し、このコ
イルスプリング内に湾曲操作ワイヤーを挿入させて湾曲
部の湾曲操作時に湾曲駒に作用するコイルスプリングの
弾性作用によって湾曲部の湾曲特性を変化させ、湾曲部
を先端側から湾曲させる構成の内視鏡では内視鏡の先端
部を小回りし易くして大腸や気管支への挿入性の向上を
図ることができる。しかしながら、この特開平９－２９
４７１１号公報の内視鏡では、コイルスプリングの内部
に湾曲操作ワイヤーが挿通されているので、湾曲操作ワ
イヤーが牽引され、湾曲部が湾曲動作した際にコイルス
プリングが湾曲操作ワイヤーと湾曲駒との間に挟まれる
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ことで、湾曲操作ワイヤーの動作が阻害され、内視鏡の
湾曲機能が低下するおそれがある。
【０００７】さらに、コイルスプリングは湾曲操作ワイ
ヤーに対して、ほぼ同心位置に配置されているため、コ
イルスプリングを内蔵するスペースに自由度がない。そ
のため、湾曲部の内部に配設されているイメージファイ
バーやライトガイドファイバーなどの挿入部内蔵物のレ
イアウトにとって大きな制約条件となる問題がある。
【０００８】本発明は上記事情に着目してなされたもの
で、その目的は、内視鏡の先端部を小回りし易くして内
視鏡の挿入性の向上を図ることができるうえ、内視鏡の
湾曲機能の低下を防止し、かつ挿入部内蔵物のレイアウ
トの自由度を高めることができる内視鏡装置を提供する
ことにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】請求項１の発明は、体腔
内もしくは管路内などに挿入する挿入部の先端部に湾曲
動作可能な湾曲部、前記挿入部の基端部に連結された操
作部に前記湾曲部の湾曲操作をする湾曲操作機構がそれ
ぞれ配設され、前記挿入部の内部に処置具挿通用のチャ
ンネルが配設されるとともに、複数の湾曲駒が前記挿入
部の軸方向に直列に配置され、各々が湾曲動作可能に連
結されて前記湾曲部が構成され、前記湾曲部の各湾曲駒
の内部を通り、前記挿入部の先端部材もしくは前記湾曲
駒のひとつに先端部が固定され、基端部が前記湾曲操作
機構に接続されたワイヤーによって前記湾曲部全体を湾
曲操作する湾曲操作ワイヤーが構成された内視鏡装置に
おいて、前記湾曲部の湾曲操作時に前記湾曲操作ワイヤ
ーによる湾曲操作に対する反発力を前記湾曲部の後端部
側に作用させ、前記湾曲部の先端部側を後端部側に比べ
て先に湾曲動作を開始させる反発力付与部を前記湾曲部
の基端部側の部分に設けたことを特徴とする内視鏡装置
である。そして、本請求項１の発明では、湾曲部の湾曲
操作時に湾曲操作ワイヤーによって湾曲部全体を湾曲操
作する際に、湾曲部の基端部側の部分の反発力付与部に
よって湾曲操作ワイヤーによる湾曲操作に対する反発力
を湾曲部の後端部側に作用させ、湾曲部の先端部側を後
端部側に比べて先に湾曲動作を開始させるようにしたも
のである。
【００１０】請求項２の発明は、前記反発力付与部は、
前記湾曲部の中間位置の湾曲駒に先端部が固定され、基
端部が前記湾曲部の基端部の湾曲駒に固定された湾曲部
ワイヤーと、この湾曲部ワイヤーが挿通され、前記湾曲
部の湾曲操作時に前記湾曲操作ワイヤーによる湾曲操作
方向と反対側に反発力を作用させる筒状弾性部材とで構
成されることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置
である。そして、本請求項２の発明では、湾曲部の湾曲
操作時に湾曲部の中間位置の湾曲駒と湾曲部の基端部の
湾曲駒との間の湾曲部ワイヤーが挿通された筒状弾性部
材によって湾曲操作ワイヤーによる湾曲操作方向と反対
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側に反発力を作用させ、湾曲部の先端側の部分で先に湾
曲動作を開始させるようにしたものである。
【００１１】請求項３の発明は、前記湾曲部は、前記挿
入部の先端部材および前記湾曲駒に前記湾曲操作ワイヤ
ーが挿入されるワイヤーガイドがそれぞれ形成され、前
記湾曲操作ワイヤーは、前記先端部材のワイヤーガイド
に挿通されて前記操作部側に折り返された折り返し部の
先端部が前記湾曲部の後端部の前記湾曲駒のワイヤーガ
イドに固定されていることを特徴とする請求項１に記載
の内視鏡装置である。そして、本請求項３の発明では、
湾曲部の先端部材のワイヤーガイドを挿通したのち、操
作部側に折り返され、湾曲部端の湾曲駒のワイヤーガイ
ドに固定された湾曲操作ワイヤーを牽引することによ
り、湾曲部の先端部材のワイヤーガイドを支点にして、
操作部側から先端側に向かって湾曲操作ワイヤーの牽引
力を作用させ、湾曲動作を開始させる。これにより、湾
曲部の湾曲操作時に湾曲部の先端側の部分から湾曲動作
がはじまり、操作部側の湾曲駒が一番最後に湾曲動作す
るようにしたものである。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、本発明の第１の実施の形態
を図１および図２（Ａ）～（Ｄ）を参照して説明する。
図１は本実施の形態の内視鏡装置１のシステム全体の概
略構成を示すものである。本実施の形態の内視鏡装置１
のシステムには内視鏡２と光源装置３とが設けられてい
る。
【００１３】さらに、内視鏡２には体腔内もしくは管路
内などに挿入する細長い挿入部４と、この挿入部４の基
端部に連結された手元側の操作部５とが設けられてい
る。また、挿入部４には長尺な細長い可撓管６の先端部
に湾曲動作可能な湾曲部７が配設され、この湾曲部７の
先端部には先端構成部８が配設されている。この先端構
成部８には観察光学系の図示しない対物レンズと、照明
光学系の図示しない照明レンズと、処置具を挿入するた
めの処置具挿入チャンネルの先端開口部などがそれぞれ
配置されている。
【００１４】また、手元側の操作部５の端末部には接眼
部９が配設されている。さらに、操作部５にはユニバー
サルコード１０の基端部が連結されているとともに、湾
曲部７を湾曲操作する湾曲レバー１１と、流体の吸引を
制御する吸引ボタン１２と、処置具を挿入するための処
置具挿入チャンネルに連結される処置具挿入口部１３な
どが配設されている。ここで、ユニバーサルコード１０
の先端部にはコネクター１４が連結されている。このコ
ネクター１４は光源装置３に着脱可能に連結されてい
る。なお、湾曲レバー１１は操作部５の内部に配設され
た図示しない湾曲操作機構に連結されている。
【００１５】また、図２（Ａ）は湾曲部７の内部構成を
示すものである。この湾曲部７には複数の湾曲駒１５が
挿入部４の軸方向に直列に配置されている。ここで、湾
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曲部７の各湾曲駒１５はリベット１６によって各々が回
転動作可能に連結されている。
【００１６】さらに、挿入部４の最先端位置に配置され
た先端構成部８を構成する先端部材１７には最先端位置
の湾曲駒１５ａが同様にリベット１６によって回転動作
可能に連結されている。これにより、湾曲部７の各湾曲
駒１５は最先端位置の先端部材１７を一端として各々が
湾曲動作可能に連結されている。なお、湾曲部７の外周
面には図２（Ｂ）に示すように湾曲ゴム１８が外装され
ている。
【００１７】また、挿入部６の内部には図２（Ｂ）に示
すように湾曲部７を牽引操作可能な１対の湾曲操作ワイ
ヤー１９と、光学像を伝送するガラスファイバー束であ
るイメージガイド２１と、照明光を伝達するガラスファ
イバー束である２つのライトガイド２２とが配設されて
いるとともに、処置具を挿入するための処置具挿入チャ
ンネルを形成するチャンネルチューブ２３が配設されて
いる。
【００１８】ここで、ライトガイド２２の先端部は先端
構成部８の図示しない照明レンズの内面側に対向配置さ
れている。さらに、ライトガイド２２の基端部側は手元
側の操作部５からユニバーサルコード１０内を通してコ
ネクター１４内に延設されている。そして、光源装置３
からの照明光がライトガイド２２を通して挿入部４の先
端側に導光され、先端構成部８の図示しない照明レンズ
から外部に照射されるようになっている。
【００１９】さらに、イメージガイド２１の先端部は先
端構成部８の図示しない対物レンズの内面側に対向配置
されている。さらに、このイメージガイド２１の基端部
は操作部５の接眼部９に対向配置されている。そして、
対物レンズによって結像される観察像はイメージガイド
２１を介して接眼部９に伝送されるようになっている。
【００２０】また、チャンネルチューブ２３の先端部は
先端構成部８の処置具挿入チャンネルの先端開口部に連
結されている。さらに、このチャンネルチューブ２３の
基端部は手元側の操作部５の処置具挿入口部１３に連結
されている。この処置具挿入口部１３には処置具挿入口
をカバーする鉗子栓２４が取り付けられている。
【００２１】また、各湾曲操作ワイヤー１９の先端部は
湾曲部７の各湾曲駒１５の内部を通り、挿入部４の先端
部材１７に固定されている。ここで、先端部材１７およ
び各湾曲駒１５の内周面には図２（Ａ），（Ｂ）に示す
ように内側に陥没された２つの凹陥状の第１のワイヤー
ガイド２０が形成されている。これらの第１のワイヤー
ガイド２０は周方向に略１８０°離れた位置に配置され
ている。そして、各第１のワイヤーガイド２０内には湾
曲操作ワイヤー１９がそれぞれ挿入されている。さら
に、各湾曲操作ワイヤー１９の先端部は、先端部材１７
の第１のワイヤーガイド２０に固定されている。なお、
各湾曲操作ワイヤー１９の先端部は、湾曲駒１５の１つ
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の第１のワイヤーガイド２０に固定される構成にしても
良い。
【００２２】また、各湾曲操作ワイヤー１９の基端部は
操作部５側に延出され、操作部５の内部の図示しない湾
曲操作機構に接続されている。そして、操作部５の湾曲
レバー１１の操作にともない湾曲操作機構によっていず
れか一方の湾曲操作ワイヤー１９が牽引操作され、この
湾曲操作ワイヤー１９の牽引力が湾曲操作ワイヤー１９
の先端固定部に伝達されて湾曲部７全体がこの湾曲操作
ワイヤー１９の牽引方向に湾曲操作されるようになって
いる。
【００２３】また、本実施の形態の内視鏡２には湾曲部
７の基端部側の部分に２つの反発力付与部２５が設けら
れている。これらの反発力付与部２５は湾曲部７の中間
位置の湾曲駒１５ｂに先端部が固定され、基端部が湾曲
部７の基端部の湾曲駒１５ｃに固定された湾曲部ワイヤ
ー２６と、この湾曲部ワイヤー２６が摺動可能に挿通さ
れ、湾曲部７の湾曲操作時に湾曲操作ワイヤー１９によ
る湾曲操作方向と反対側に反発力を作用させる密巻コイ
ル（筒状弾性部材）２７とで構成されている。
【００２４】ここで、密巻コイル２７は図２（Ｃ），
（Ｄ）に示すように１本のワイヤー素線２９を密着させ
る状態でコイル状に巻かれて形成されている。そして、
各密巻コイル２７の内部に湾曲部ワイヤー２６が摺動可
能に挿通されている。
【００２５】また、湾曲部７の中間位置の湾曲駒１５ｂ
および湾曲部７の基端部の湾曲駒１５ｃには周方向に略
１８０°離れた位置にそれぞれ内側に陥没された凹陥状
の第２のワイヤーガイド２８が形成されている。なお、
２つの第２のワイヤーガイド２８は図２（Ｂ）に示すよ
うにそれぞれ２つの第１のワイヤーガイド２０の近傍位
置に並べて配置されている。さらに、各密巻コイル２７
に湾曲部ワイヤー２６が軸方向に摺動可能に挿通された
状態で、湾曲部ワイヤー２６の先端部は湾曲駒１５ｂの
第２のワイヤーガイド２８に挿入された状態、湾曲部ワ
イヤー２６の基端部は湾曲駒１５ｃの第２のワイヤーガ
イド２８に挿入された状態でそれぞれ固定されている。
【００２６】そして、湾曲部７の湾曲操作時に一方の湾
曲操作ワイヤー１９が牽引されると、他方の湾曲操作ワ
イヤー１９側では湾曲部ワイヤー２６が挿通された密巻
コイル２７の弾性運動によって牽引される湾曲操作ワイ
ヤー１９による湾曲方向と反対方向に反発力が発生す
る。この密巻コイル２７の弾性運動による反発力は湾曲
部７の中間位置の湾曲駒１５ｂと、湾曲部７の基端部の
湾曲駒１５ｃとの間の各湾曲駒１５に働く。これによ
り、湾曲操作ワイヤー２６による湾曲操作に対する反発
力を湾曲部７の後端部側に作用させ、湾曲部７の先端部
側を後端部側に比べて先に湾曲動作を開始させる２つの
反発力付与部２５が湾曲部ワイヤー２６と密巻コイル２
７とによって形成されている。
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7
【００２７】次に、上記構成の作用について説明する。
本実施の形態の内視鏡装置１のシステムでは内視鏡２の
湾曲操作時には操作部５の湾曲レバー１１の操作にとも
ない湾曲操作機構によっていずれか一方の湾曲レバー１
１の操作方向の湾曲操作ワイヤー１９が牽引操作され
る。この湾曲操作ワイヤー１９の牽引力は湾曲操作ワイ
ヤー１９の先端固定部に伝達されて湾曲部７全体がこの
湾曲操作ワイヤー１９の牽引方向に湾曲操作される。こ
のとき、一方の湾曲操作ワイヤー１９が牽引されると、
他方の湾曲操作ワイヤー１９側では湾曲部ワイヤー２６
が挿通された密巻コイル２７の弾性運動によって牽引さ
れる湾曲操作ワイヤー１９による湾曲方向と反対方向に
反発力が発生する。この密巻コイル２７の弾性運動によ
る反発力は湾曲部７の中間位置の湾曲駒１５ｂと、湾曲
部７の基端部の湾曲駒１５ｃとの間の各湾曲駒１５に働
く。これにより、湾曲操作ワイヤー２６による湾曲操作
に対する反発力を湾曲部７の中間位置の湾曲駒１５ｂよ
りも後端部側に作用させ、湾曲部７の中間位置の湾曲駒
１５ｂよりも先端部側の部分を後端部側に比べて先に湾
曲動作を開始させることができる。
【００２８】そこで、上記構成のものにあっては次の効
果を奏する。すなわち、本実施の形態の内視鏡２には湾
曲部７の基端部側の部分に２つの反発力付与部２５を設
けたので、内視鏡２の湾曲操作時に牽引される一方の湾
曲操作ワイヤー１９と反対側の湾曲操作ワイヤー１９側
で湾曲部ワイヤー２６が挿通された密巻コイル２７の弾
性運動によって牽引される湾曲操作ワイヤー１９による
湾曲方向と反対方向に反発力を発生させることができ
る。これにより、湾曲操作ワイヤー２６による湾曲操作
に対する反発力を湾曲部７の中間位置の湾曲駒１５ｂよ
りも後端部側に作用させ、湾曲部７の中間位置の湾曲駒
１５ｂよりも先端部側の部分を後端部側に比べて先に湾
曲動作を開始させる、すなわち湾曲部７の先端側から湾
曲させることができるので、小回りに方向転換できる。
そのため、体腔が複雑に屈曲している大腸や気管支への
内視鏡２の挿入性の向上を図ることができ、大腸や気管
支の深部の目的部位に到達させるまでの時間を短縮する
ことができる効果がある。
【００２９】また、本実施の形態では反発力付与部２５
を湾曲操作ワイヤー１９に隣接させた湾曲部ワイヤー２
６と、この湾曲部ワイヤー２６が摺動可能に挿通される
密巻コイル２７とで構成したので、内視鏡２の湾曲操作
時に反発力付与部２５の密巻コイル２７の動作によって
湾曲操作ワイヤー１９の動きを阻害することがない。そ
のため、内視鏡２の湾曲機能の低下を防止することがで
きる。
【００３０】さらに、湾曲操作ワイヤー１９に隣接させ
た湾曲部ワイヤー２６に反発力付与部２５の密巻コイル
２７を挿通させているので、湾曲部７の内部で密巻コイ
ル２７の配置状態を比較的自由に設定することができ
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る。そのため、湾曲部７の内部に配置される内蔵物のレ
イアウトの自由度を高めることができ、挿入部４の細径
化を図るうえで効果がある。
【００３１】また、図３（Ａ），（Ｂ）は本発明の第２
の実施の形態を示すものである。本実施の形態は第１の
実施の形態（図１および図２（Ａ）～（Ｄ）参照）の内
視鏡２の湾曲部７の構成を次の通り変更したものであ
る。
【００３２】すなわち、本実施の形態では内視鏡２の湾
曲部７における後端部側の各湾曲駒１５の外周面に網状
管３１が外装されている。この網状管３１の先端部は図
３（Ａ）に示すように湾曲部ワイヤー２６の先端部が固
定されている湾曲部７の中間位置の湾曲駒１５ｂに固定
されている。さらに、この網状管３１の基端部は湾曲部
７の基端部の湾曲駒１５ｃに固定されている。そして、
湾曲部７における中間位置の湾曲駒１５ｂと基端部の湾
曲駒１５ｃとの間の各湾曲駒１５がこの網状管３１によ
って外装されている。
【００３３】次に、上記構成の本実施の形態の作用につ
いて説明する。本実施の形態の内視鏡２の湾曲操作時に
は操作部５の湾曲レバー１１の操作にともない湾曲操作
機構によっていずれか一方の湾曲レバー１１の操作方向
の湾曲操作ワイヤー１９が牽引操作され、この湾曲操作
ワイヤー１９の牽引力は湾曲操作ワイヤー１９の先端固
定部に伝達されて湾曲部７全体がこの湾曲操作ワイヤー
１９の牽引方向に湾曲操作される。このとき、第１の実
施の形態と同様に一方の湾曲操作ワイヤー１９が牽引さ
れると、他方の湾曲操作ワイヤー１９側では湾曲部ワイ
ヤー２６が挿通された密巻コイル２７の弾性運動によっ
て牽引される湾曲操作ワイヤー１９による湾曲方向と反
対方向に反発力が発生する。この密巻コイル２７の弾性
運動による反発力は湾曲部７の中間位置の湾曲駒１５ｂ
と、湾曲部７の基端部の湾曲駒１５ｃとの間の各湾曲駒
１５に働く。これにより、湾曲部ワイヤー２６が挿通さ
れた密巻コイル２７の弾性運動によって湾曲操作ワイヤ
ー２６による湾曲操作に対する反発力を湾曲部７の中間
位置の湾曲駒１５ｂよりも後端部側に作用させることが
できる。
【００３４】さらに、本実施の形態では湾曲部７におけ
る後端部側の各湾曲駒１５の外周面に網状管３１が外装
されているので、この網状管３１の外装部分では湾曲部
７の湾曲時の湾曲駒１５と網状管３１との間の摩擦抵抗
が大きくなる。そのため、網状管３１が外装されていな
い湾曲部７の中間位置の湾曲駒１５ｂよりも先端部側の
部分を網状管３１が外装されている湾曲部７の後端部側
の部分に比べて湾曲し易くすることができる。
【００３５】これにより、湾曲操作ワイヤー２６による
湾曲操作に対する反発力を湾曲部７の中間位置の湾曲駒
１５ｂよりも後端部側に作用させるとともに、湾曲駒１
５と網状管３１との間の摩擦抵抗によって、図３（Ｂ）
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9
に示すように湾曲部７の中間位置の湾曲駒１５ｂよりも
先端部側の部分を後端部側に比べて先に湾曲動作を開始
させることができる。このとき、最初に湾曲駒１５ｂよ
り先端側の湾曲駒１５ｄ１と湾曲駒１５ｂの肩口が接触
し、次に湾曲駒１５ｄ１と湾曲駒１５ｄ２が接触し、さ
らに湾曲駒１５ｄ２と湾曲駒１５ｄ３、湾曲駒１５ｄ３
と湾曲駒１５ａが接触し、最後に湾曲駒１５ａと先端部
材１７が接触する。
【００３６】そこで、本実施の形態の内視鏡２でも湾曲
部７の基端部側の部分に設けた２つの反発力付与部２５
によって湾曲操作ワイヤー２６による湾曲操作に対する
反発力を湾曲部７の中間位置の湾曲駒１５ｂよりも後端
部側に作用させ、湾曲部７の中間位置の湾曲駒１５ｂよ
りも先端部側の部分を後端部側に比べて先に湾曲動作を
開始させる、すなわち湾曲部７の先端側から湾曲させる
ことができるので、小回りに方向転換できる。そのた
め、第１の実施の形態と同様の効果が得られる。さら
に、本実施の形態では湾曲部７における後端部側の各湾
曲駒１５の外周面に網状管３１を外装したので、湾曲部
７の湾曲時に網状管３１の摩擦抵抗を湾曲部７における
後端部側の各湾曲駒１５に作用させることで、湾曲部７
の先端側を最初に湾曲させる動作を一層、確実に実現さ
せることができる。
【００３７】また、図４（Ａ），（Ｂ）は本発明の第３
の実施の形態を示すものである。本実施の形態は第１の
実施の形態（図１および図２（Ａ）～（Ｄ）参照）の内
視鏡２の湾曲部７の構成を次の通り変更したものであ
る。
【００３８】すなわち、本実施の形態では内視鏡２の湾
曲部７を湾曲操作する一方の湾曲操作ワイヤー４１の先
端部に先端部材１７のワイヤーガイド２０に挿通されて
操作部５側に折り返される折り返し部４２が設けられて
いる。この折り返し部４２の先端部は湾曲部７の各湾曲
駒１５のワイヤーガイド２０に挿通されて後方に延出さ
れ、後端部の湾曲駒１５ｃに形成されたワイヤーガイド
４３に固定されている。さらに、湾曲操作ワイヤー４１
の中途部は湾曲部７の後端部の湾曲駒１５ｃに形成され
た第２のワイヤーガイド４４に挿通されている。
【００３９】次に、上記構成の本実施の形態の作用につ
いて説明する。本実施の形態の内視鏡２の湾曲操作時に
は湾曲操作ワイヤー４１の牽引により先端部材１７のワ
イヤーガイド２０を支点にして、湾曲操作ワイヤー４１
に操作部５側から先端側に向かって牽引力が作用し、湾
曲動作し始める。このとき、図４（Ｂ）に示すように、
最初に先端部材１７と最先端位置の湾曲駒１５ａの肩口
が接触し、次に湾曲駒１５ａとその後ろの湾曲駒１５ｅ
１が接触し、さらに湾曲駒１５ｅ１と湾曲駒１５ｅ２、
湾曲駒１５ｅ２と湾曲駒１５ｅ３が接触し、以後、同様
に後方の湾曲駒１５間が順次、接触し、最後に湾曲部７
の基端部の湾曲駒１５ｃとその直前の湾曲駒１５が接触
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する。
【００４０】そこで、上記構成のものにあっては次の効
果を奏する。すなわち、本実施の形態では湾曲部７の先
端部材１７のワイヤーガイド２０を挿通したのち、操作
部５側に折り返され、湾曲部端の湾曲駒１５ｃのワイヤ
ーガイド４３に固定され、中途部が湾曲部７の後端部の
湾曲駒１５ｃに形成された第２のワイヤーガイド４４に
挿通された湾曲操作ワイヤー４１を設けたものである。
そのため、内視鏡２の湾曲操作時には湾曲操作ワイヤー
４１の牽引により先端部材１７のワイヤーガイド２０を
支点にして、湾曲操作ワイヤー４１に操作部５側から先
端側に向かって牽引力を作用させ、湾曲動作を開始させ
ることにより、湾曲部７の湾曲操作時に湾曲部７の先端
側の部分から湾曲動作がはじまり、後端側の湾曲駒１５
ｃの直前の湾曲駒１５を一番最後に湾曲動作させること
ができる。したがって、先端部材１７のワイヤーガイド
２０で湾曲操作ワイヤー４１を折り返して牽引すること
で、完全に先端側の湾曲駒１５ａから湾曲部７を湾曲動
作させることができる。
【００４１】なお、本実施の形態では２つの湾曲操作ワ
イヤー１９のうちの一方の湾曲操作ワイヤー１９のみを
先端部材１７のワイヤーガイド２０で折り返した湾曲操
作ワイヤー４１に変更した構成を示したが、他方の湾曲
操作ワイヤー１９も上記湾曲操作ワイヤー４１に変更す
ることで、上下両方向で先端側から湾曲動作する湾曲部
７が実現できる。
【００４２】さらに、本発明は上記実施の形態に限定さ
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種
々変形実施できることは勿論である。次に、本出願の他
の特徴的な技術事項を下記の通り付記する。
記
（付記項１）  体腔内もしくは管路内などに挿入する挿
入部を有し、この挿入部に湾曲動作可能な湾曲部と処置
具挿通用のチャンネルを持つとともに、湾曲部の湾曲操
作をする湾曲操作機構を備えた内視鏡装置において、前
記の湾曲部を構成する挿入部の軸方向に直列に配置され
各々が湾曲動作可能に連結された湾曲駒と、それらの湾
曲駒の内部を通り挿入部の先端部材もしくは湾曲駒のひ
とつに設けられたガイドに一端を固定され他端を湾曲操
作機構に接続された湾曲操作ワイヤーと、湾曲部の中間
に位置する湾曲駒に設けれた第１のガイドに一端を固定
され、他端を操作部側の湾曲部端の湾曲駒に設けられた
第２のガイドに固定されたワイヤーと、前記ワイヤーが
湾曲ゴマ内腔を貫通し、前記２つのガイドの間に配設さ
れた筒状弾性部材で、構成されることを特徴とした内視
鏡装置。
【００４３】（付記項２）  前記の湾曲部の中間位置ま
で網状管が被覆された湾曲部で構成されたことを特徴と
する付記項１の内視鏡装置。
【００４４】（付記項３）  前記の湾曲部において、先
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11
端部材に設けられたガイドと、ガイドを挿通し、操作部
側に折り返され、湾曲部端の湾曲駒に設けたガイドに固
定された湾曲操作ワイヤーとで構成されることを特徴と
した付記項１の内視鏡装置。
【００４５】（付記項１、２の従来技術）  従来の内視
鏡挿入部の湾曲機構は、挿入部の長軸方向に複数の湾曲
駒を直列に連結し、隣接する湾曲駒同士がリベットを回
転軸にして回動するようにリベットによって接合されて
いる。湾曲操作ワイヤーを牽引すると、湾曲部は操作部
側の湾曲駒から湾曲動作を開始し、挿入部先端側の湾曲
駒が最後に動作する。
【００４６】例えば、大腸や気管支を医療用の内視鏡で
観察する場合、それらの体腔は複雑に屈曲しており、根
元から湾曲する湾曲部では、湾曲時に先端部が描く軌跡
が長くなり小回りが難しく、目的部位に到達するのに時
間がかかっていた。
【００４７】この挿入方法の向上を図るため、先端側の
湾曲駒から湾曲する内視鏡が提案されている。この内視
鏡の例としては、特開平９－２９４７１１号公報に示さ
れるものがある。ここに示された内視鏡は、湾曲動作に
必要な湾曲操作ワイヤーが挿通されて案内されるコイル
スプリングを湾曲駒に固定し、湾曲する時に湾曲駒に作
用するコイルスプリングの弾性作用によって湾曲部が先
端側から湾曲するものである。
【００４８】（付記項１、２が解決しようとする課題）
  特開平９－２９４７１１号公報に示される内視鏡装置
の場合、コイルスプリングの内部に湾曲操作ワイヤーが
挿通されており、湾曲部の中間部分までコイルスプリン
グが延長されている。その場合、湾曲操作ワイヤーが牽
引され、湾曲部が湾曲動作するとコイルスプリングが湾
曲操作ワイヤーと湾曲駒の間に挟まれることで、湾曲操
作ワイヤーの動作が阻害され、内視鏡の湾曲機能が低下
することになる。そして、コイルスプリングは湾曲操作
ワイヤーに対して、ほぼ同心になるように配置されるた
め、コイルスプリングを内蔵するスペースに自由度がな
く、イメージファイバーやライトガイドファイバーなど
の挿入部内蔵物のレイアウトにとって大きな制約条件と
なっていた。
【００４９】（付記項３が解決しようとする課題）  ま
た、湾曲動作が開始される起点については、特開平９－
２９４７１１号公報は、コイルスプリングの先端側の端
点近傍を起点として湾曲動作がはじまるため、完全に湾
曲部の先端側から湾曲動作しているわけではなく、先端
側の湾曲駒から湾曲する内視鏡としては、不十分であっ
た。
【００５０】（付記項１～３の目的）  根元側の湾曲駒
ではなく、より先端側の湾曲駒から湾曲する内視鏡装置
の提供。
【００５１】（付記項１、２の課題を解決するための手
段および作用）  湾曲部の中間に位置する湾曲駒と操作
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部側の湾曲部端に固定された湾曲操作ワイヤーと異なる
ワイヤーと、前記ワイヤーが挿通された筒状弾性部材の
弾性運動によって、湾曲操作時に先端側の湾曲部だけが
先に湾曲動作を開始する。
【００５２】（付記項３の課題を解決するための手段お
よび作用）  湾曲部の先端部材に設けられたガイドと、
ガイドを挿通し、操作部側に折り返され、湾曲部端の湾
曲駒に設けたガイドに固定された湾曲操作ワイヤーを牽
引すると、先端側の湾曲部から湾曲動作がはじまり、操
作部側の湾曲駒が一番最後に湾曲動作する。
【００５３】（付記項４）  体腔内もしくは管路内など
に挿入する挿入部の先端部に湾曲動作可能な湾曲部、前
記挿入部の基端部に連結された操作部に前記湾曲部の湾
曲操作をする湾曲操作機構がそれぞれ配設され、前記挿
入部の内部に処置具挿通用のチャンネルが配設されると
ともに、複数の湾曲駒が前記挿入部の軸方向に直列に配
置され、各々が湾曲動作可能に連結されて前記湾曲部が
構成され、前記湾曲部の各湾曲駒の内部を通り、前記挿
入部の先端部材もしくは前記湾曲駒のひとつに先端部が
固定され、基端部が前記湾曲操作機構に接続されたワイ
ヤーによって前記湾曲部全体を湾曲操作する湾曲操作ワ
イヤーが構成された内視鏡装置において、前記湾曲部の
湾曲操作時に前記湾曲操作ワイヤーによる湾曲操作に対
する反発力を前記湾曲部の後端部側に作用させ、前記湾
曲部の先端部側を後端部側に比べて先に湾曲動作を開始
させる反発力付与部を前記湾曲部の基端部側の部分に設
けたことを特徴とする内視鏡装置。
【００５４】（付記項５）  前記反発力付与部は、前記
湾曲部の中間位置の湾曲駒に先端部が固定され、基端部
が前記湾曲部の基端部の湾曲駒に固定された湾曲部ワイ
ヤーと、この湾曲部ワイヤーが挿通され、前記湾曲部の
湾曲操作時に前記湾曲操作ワイヤーによる湾曲操作方向
と反対側に反発力を作用させる筒状弾性部材とで構成さ
れることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【００５５】（付記項６）  前記筒状弾性部材は、素線
のワイヤーが密着状態で巻回されている密巻コイルであ
ることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡装置。
【００５６】（付記項６の作用）  本付記項６では、湾
曲部の湾曲操作時に湾曲部の中間位置の湾曲駒と湾曲部
の基端部の湾曲駒との間の湾曲部ワイヤーが挿通された
筒状弾性部材の弾性運動によって湾曲操作ワイヤーによ
る湾曲操作方向と反対側に反発力を作用させ、湾曲部の
先端側の部分で先に湾曲動作を開始させるようにしたも
のである。
【００５７】（付記項７）  前記湾曲部は、前記挿入部
の先端部材もしくは前記湾曲駒に前記湾曲操作ワイヤー
が挿入されるワイヤーガイドが形成され、前記湾曲操作
ワイヤーは、前記先端部材もしくは前記湾曲駒の１つの
ワイヤーガイドに先端部が固定されていることを特徴と
する請求項１に記載の内視鏡装置。
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【００５８】（付記項７の作用）  本付記項７の発明で
は、湾曲部の湾曲操作時には湾曲操作ワイヤーからの牽
引力が湾曲操作ワイヤーの先端部が固定されたワイヤー
ガイドを介して先端部材もしくは湾曲駒の１つに伝達さ
れ、湾曲部の湾曲操作が開始されるようにしたものであ
る。
【００５９】（付記項８）  前記湾曲駒は、湾曲部ワイ
ヤーが挿通されるワイヤーガイドが形成され、前記湾曲
部ワイヤーは、前記湾曲駒の１つのワイヤーガイドに先
端部が固定され、基端部が前記湾曲部の基端部の湾曲駒
のワイヤーガイドに固定されていることを特徴とする請
求項２に記載の内視鏡装置。
【００６０】（付記項８の作用）  本付記項８の発明で
は、湾曲部の湾曲操作時に湾曲操作ワイヤーによって湾
曲部全体を湾曲操作する際に、湾曲部ワイヤーが挿通さ
れた筒状弾性部材の弾性運動によって湾曲操作ワイヤー
による湾曲操作方向と反対側の反発力を発生させ、この
反発力を湾曲部ワイヤーが固定されたワイヤーガイドを
介して湾曲部の基端部側の湾曲駒に作用させることによ
り、湾曲部の先端側の部分で先に湾曲動作を開始させる
ようにしたものである。
【００６１】（付記項９）  前記湾曲部は、前記反発力
付与部の設置部分に網状管が被覆されていることを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【００６２】（付記項９の作用）  本付記項９の発明で
は、反発力付与部の設置部分に被覆された網状管によっ
て湾曲部の湾曲操作時に湾曲駒と網状管との間に摩擦抵
抗を作用させ、湾曲部の先端側をより湾曲し易くするよ*
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*うにしたものである。
【００６３】
【発明の効果】本発明によれば、内視鏡の先端部を小回
りし易くして内視鏡の挿入性の向上を図ることができる
うえ、内視鏡の湾曲機能の低下を防止し、かつ挿入部内
蔵物のレイアウトの自由度を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の第１の実施の形態の内視鏡装置全体
の概略構成図。
【図２】  （Ａ）は第１の実施の形態の内視鏡装置にお
ける湾曲部の内部構成を示す要部の縦断面図、（Ｂ）は
（Ａ）のＩＩＢ－ＩＩＢ線断面図、（Ｃ）は密巻コイル
の斜視図、（Ｄ）は密巻コイルの縦断面図。
【図３】  本発明の第２の実施の形態を示すもので、
（Ａ）は湾曲部が湾曲されていない状態を示す要部の縦
断面図、（Ｂ）は湾曲部が湾曲された状態を示す要部の
縦断面図。
【図４】  本発明の第３の実施の形態を示すもので、
（Ａ）は湾曲部が湾曲されていない状態を示す要部の縦
断面図、（Ｂ）は湾曲部が湾曲された状態を示す要部の
縦断面図。
【符号の説明】
７    湾曲部
１９    湾曲操作ワイヤー
２５    反発力付与部
２６    湾曲部ワイヤー
２７    密巻コイル（筒状弾性部材）
２８    ワイヤーガイド

【図１】
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